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介護保険制度のしくみ

みんなで支えあう制度

　介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者となって介護保険料を納め、介護や
支援が必要となったときにサービスが利用できる、支えあいの制度です。お住ま
いの市区町村が運営しています。

●介護報酬の
　支払い

●利用者負担の
支払い

●介護保険料の
納付

●要介護認定の
申請

●介護保険の
　サービス提供

40歳以上の人（被保険者）
●介護保険料を納めます。
●サービスを利用するための申請をし
ます。

●サービスを利用して、利用者負担を
支払います。

●介護保険制度を運営します。
●要介護認定を行います。
●保険証を交付します。
●介護保険負担割合証を交付
します。

●サービスの確保・整備をし
ます。

市区町村（保険者）
●指定を受けた民間企業、
NPO法人、社会福祉法人、
医療法人などが、在宅サー
ビスや施設サービス、地域
密着型サービスなどを提供
します。

サービス事業者

地域包括支援センター
介護予防や、地域の高齢者の
総合的な相談の拠点です。

相
談
・
支
援

連
　携

連
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●要介護認定
●保険証の交付
●介護保険負担
割合証の交付
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介護保険制度のしくみ

　 　 ▼みんなで支えあう制度

　 　 ▼介護保険の被保険者

　 　 ▼介護保険被保険者証の交付
介護保険料

　 　 ▼介護保険料は大切な財源

　 　 ▼ 40歳以上65歳未満の人（第2号被保険者）の介護保険料

　 　 ▼ 65歳以上の人（第1号被保険者）の介護保険料
利用者の負担

　 　 ▼サービス費用の一部負担
サービスの利用のしかた

　 　 ▼申請から認定までの流れ

　 　 ▼ケアプラン作成の流れ
利用できるサービス

　 　 ▼介護保険で利用できるサービス
介護予防・日常生活支援総合事業

　 　 ▼介護予防に取り組みましょう
地域包括支援センターを利用しましょう
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※掲載している内容については、今後見直される場合があります。

令和8年4月から
●介護保険料の第1段階と第2段階、第4段階と第5段階を分ける基準となる金額が変わ
りました

令和8年8月から
●介護保険施設を利用したときの基準費用額と負担限度額が一部変わります
●特定入所者介護サービス費等と高額介護（介護予防）サービス費の支給要件の一部が
変わります

令和8年度 改正のポイント令和8年度 改正のポイント




